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コミュニティ推進

市 民 協 働

男 女 共 同 参 画

消 費 者 行 政

文 化 振 興

安心安全まちづくり推進
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交 通 安 全
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桜 島 火 山 対 策

国 民 年 金

国 民 健 康 保 険

市民サービスステーション

コンビニ交付による証明発行

ワンストップ窓口サービスの実施

個人番号カードの交付

人 権 啓 発
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市民関係では，相談・広聴業務をはじめ，コミュニティづくり，市民協働，男女共
同参画，消費生活，市民文化の創造，安心安全なまちづくり，防災・危機管理，国民
年金，国民健康保険，戸籍・住民基本台帳及び印鑑登録，人権に関する各種業務を推
進している。
特に，総合的な危機管理や防災力の充実を図るため，原子力対策や避難対策を実施
するほか，市民との協働による活力ある地域づくりを進めるため，コミュニティビ
ジョンを推進している。
１ 広 聴
敢 広 聴
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市 民

摘 要名 称

市長が自ら地域や市民の活動の場などに出向き市民と市政に
ついて懇談を行い，市政に関する意見・意向を聴取し，市政推
進の参考にする。
（平成２６年度実績）
○ 開催回数８回（地域巡回型２回，グループ公募型２回，
イベント等参加型１回，学校訪問型３回）

市長とふれあいトーク

まちかどコメンテーターに対する市政に関するテーマでのア
ンケート調査を実施することにより，市民の意見やニーズを把
握し，市政運営の参考とするとともに，市民の市政への関心を
高める。

まちかどコメンテーター

次世代を担う子ども達が鹿児島市のまちづくりについて，ア
イデアを出し，夢を語り合い意見交換を行う「子どもミーティ
ング」を開催し，その意見を市政運営の参考とすることで，若
い世代の市民参画を推進する。
○ 対 象 中学生・高校生 ２０人

子 ど も ミ ー テ ィ ン グ

市政に関する建設的な意見，提言などを市内の公共施設等に
備え付けた専用の手紙セットやホームページの専用フォーム・
電子メールにより寄せてもらうもので，寄せられた提言は，直
接市長が目を通し，今後の市政推進の参考とする。
○ 手紙の設置箇所 １５７カ所（平成２７．４．１現在）

わ た し の 提 言

市民グループの要請により，職員が地域に出向いて，市政に
ついて分かりやすく説明するとともに，市民の意見や提言等を
聴取しながら，ともにまちづくりを考えていこうとするもので，
市民参画の推進と市民の意見や提言等の市政への反映を図る。
○ テーマ数 １３０テーマ（平成２７．４．１現在）
○ 開催件数 ３３２件（平成２６年度実績）

市 政 出 前 ト ー ク



柑 市民相談

市政に対する陳情・要望等に関する市政相談をはじめ，日常発生するさまざまな市
民の悩み事に対して，市民相談員等による一般相談，専門家による法律相談，税務相
談，登記相談，人権相談などに応じ，市民の生活の安定を図る。（相談は無料）

桓 鹿児島市総合案内コールセンター（サンサンコールかごしま）

目 的 市民からの問い合わせを専用電話等で受け付け，迅速かつ的確な対
応を行い，市民サービスの向上を図る。

開設年月日 平成２０年１月１０日（木）
運 営 日 時 年中無休 午前８時から午後９時まで

ＦＡＸ，電子メールは２４時間受信
電話番号等 電話：０９９－８０８－３３３３（はれは・さんさん・サンサンコール）

ＦＡＸ：０９９－８０８－２５２５（はれは・にこにこ）
電子メール：ｉｎｆｏ@３３ｃａｌｌ．ｊｐ

問い合わせ内容 市役所での手続き，イベント情報，施設案内など
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概 要相 談 員実 施 日場 所種 別

市政に対する要望・意見など市職員月～金曜日市民相談センター
各支所市 政 相 談

相続問題，離婚の手続き，金銭貸
借など日常発生する悩みごと

市民相談員
月～金曜日

市民相談センター
一 般 相 談

市職員各支所（東桜島を除
く）

民事上の法律問題など全般鹿児島県弁護士会会員

月１２回
（予約制）市民相談センター

法 律 相 談
（昭和３６年５月～） 月４回

（予約制）谷山支所

所得税，相続税，贈与税など個人
に課される国税に関すること南九州税理士会鹿児島支部会員年１０回

市民相談センター
谷山支所
伊敷支所
吉野支所

税 務 相 談
（昭和４６年５月～）

不動産（相続等）の登記申請手続
き
土地建物の調査・測量など

鹿児島県司法書士会鹿児島支部
会員
鹿児島県土地家屋調査士会鹿児
島支部会員月１回

市民相談センター
谷山支所
伊敷支所登 記 相 談

（昭和５２年４月～）
不動産（相続等）の登記申請手続
き

鹿児島県司法書士会鹿児島支部
会員

吉野支所

年２回吉田・桜島・喜入・
松元・郡山支所

新築・増築の手続き，工事契約な
ど建築全般，耐震相談など

（一社）鹿児島県建築士事務所
協会会員月１回市民相談センター建 築 相 談

（昭和５３年１０月～）

人権に関すること，近隣・家庭内
のもめごとなど

人権擁護委員
法務局職員

月１回市民相談センター
谷山・伊敷・吉野支所人 権 相 談

（昭和５７年４月～）
年４回吉田・桜島・喜入・

松元・郡山支所

庭木のせん定，植物の管理など花と緑の相談員月１回市民相談センター花 と 緑 の 相 談
（昭和５７年４月～）

不動産の鑑定評価，地代・家賃の
適正価格など

（公社）鹿児島県不動産鑑定士
協会会員月１回市民相談センター不 動 産 鑑 定 相 談

（平成元年１０月～）

許認可，営業認可，その他官公署
に提出する書類の作成などに係
わること

鹿児島県行政書士会会員月１回市民相談センター
谷山支所

行 政 関 係 申 請
手 続 き 相 談
（平成１０年１１月～）



２ コミュニティ推進（平成２７．４．１現在）
敢 町内会集会所建築等補助事業（平成９年度から実施）

地域におけるコミュニティづくりの場となる集会所の建築等を行う町内会等に対
し，交付対象経費（１００万円以上に限る）の２分の１以内で，新築・取得の場合は５００
万円を，増築・改築の場合は３００万円を限度に補助を行う。（平成２６年度実績１１件）
柑 集会所建築等資金融資あっせん（昭和５２年度から実施）

地域におけるコミュニティづくりの場の整備促進を図ることを目的に，町内会の集
会所建築等に対して金融機関へ融資のあっせんをする。（平成２６年度実績１件）
あっせん内容 集会所の新築・増改築の場合はその工事見積額の範囲内で５０万円

以上１，０００万円以内，土地建物同時取得の場合は１，５００万円以内，た
だし災害により改築等を要することとなった場合は工事見積額の範
囲内で１０万円以上１，０００万円以内

返済方法 １０年以内元金均等返済（６カ月以内の据置可）
桓 みんなで参加わがまちづくり支援事業（平成１８年度から実施）

地域コミュニティ活動の活性化や地域の連帯強化を促進するため，町内会等が夏祭
り，運動会など住民同士の親睦交流を図る活動や，文化祭，広報紙の発行など地域社
会づくりのための活動を実施する場合，交付対象経費の３分の１相当額（限度額６万
円）を補助する。申請は１年度につき１回。（平成２６年度実績５４４件）
棺 町内会広報活動推進事業（昭和５８年度から実施）

地域コミュニティ活動の推進を図るため，広報活動に必要な印刷機器，拡声器，パ
ソコン及びデジタルカメラを購入並びに掲示板を設置する町内会等に対し，交付対象
経費の３分の１相当額で，１町内会当たり通算して１５万円を限度に補助する。
また，最終交付の年度から１０年度を経過した団体に対しては，再度１０万円を限度に
補助する。（平成２６年度実績２６件）
款 町内会降灰除去機購入費補助事業（昭和６０年度から実施）

桜島爆発による降灰から快適な生活環境を守るため，町内会等が歩道や生活道路等
の降灰除去に必要な手押し式降灰除去機を購入する場合，交付対象経費の２分の１相
当額（限度額１台当たり５万円）を補助する。（平成２６年度実績無）
歓 コミュニティ研修会（昭和６２年度から実施）・交流会（平成１４年度から実施）・

活動推進講座（平成２４年度から実施）の開催

地域におけるコミュニティづくりの向上を図るため，町内会長や役員，市民を対象
に研修会や交流会，講座を開催する。
汗 町内会集会所バリアフリー化支援事業（平成２１年度から実施）

高齢者等の地域コミュニティ活動への参加促進を図るため，補助対象とする集会所
のバリアフリー化を行う町内会等に対し，交付対象経費の２分の１相当額（限度額５０
万円）を補助する。（平成２６年度実績９件）

－９１－

市

民
（
２
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
）



（交付対象経費）
集会所本体又は集会所の建物と構造上一体となって集会所としての効用をなす設備で
次に掲げる項目に直接要する経費
① 手すりの設置に要する経費
② 玄関，廊下，集会室等の段差解消に要する経費
③ 建物入口部分へのスロープの設置
④ 和式トイレの洋式トイレへの変更に要する経費

漢 町内会加入促進事業（平成２１年度から実施）

町内会加入や活動への参加を促進するため，転入者等へ市民課窓口などでの啓発を
行うとともに，コミュニティ活動への参加を呼びかける月間を設け，町内会活動に対
する市民意識の醸成を図る。
澗 町内会設立・加入きっかけづくり支援事業（平成２２年度から実施）

町内会が実施する町内会加入促進活動を支援するため，未加入世帯を戸別訪問して
配布する用品等については交付対象経費の３分の２，それ以外については２分の１相
当額（限度額６万円）を補助する。申請は１年度につき１回。（平成２６年度実績２１件）
また，町内会のない地域において，設立に向けた活動に必要な経費について３万円
を限度に補助する。（平成２６年度実績無）
潅 コミュニティビジョン推進事業（平成２３年度から実施）

小学校区内で活動している町内会をはじめとする各種団体が，地域課題の解決や地
域資源の活用に連携，協力して取り組む地域コミュニティ協議会の設立とその活動を
支援するとともに，コミュニティビジョン推進戦略会議で，ビジョンの推進施策の検
討を行う。
また，２８年度以降に設立を予定している校区への周知・広報等を行う。

環 地域まちづくりワークショップ事業（平成１９年度から実施）

地域住民が主体となって設置・運営し，地域プランの実践に取り組む「地域まちづ
くりワークショップ」を支援する。
甘 地域まつり支援事業

地域住民のふれあいと地域社会の活性化を促進するため，吉田・喜入・松元・郡山
地域のまつりへ助成を行う。

３ 市民協働
敢 「鹿児島市の市民参画を推進する条例」

（施行期日）
平成１５年６月１日
（目的）
本市における市民参画の基本的な事項を定めることにより，市政への市民参画の推
進を図り，もって市民と市との協働によるまちづくりを進めることを目的とする。

－９２－

市

民
（
２
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
推
進
・
３
市
民
協
働
）



（条例の概要）
① 市民参画手続の明確化（第６条）
ア パブリックコメント手続の実施
イ 審議会等への付議
ウ 意見交換会等の開催
エ ワークショップ方式等
（※原則としてパブリックコメント手続を実施）
② 市民参画手続を実施する対象施策の明確化（第７条）
ア 市の基本的な政策を定める計画及び個別行政分野における施策の基本的な事
項を定める計画の策定又は変更
イ 公用又は公共用に供される重要な施設の建設等に係る計画の策定又は変更
ウ 次に掲げる条例，規則等の制定又は改廃
・市の基本的な方針又は制度を定めるもの
・市民に義務を課し，又はその権利を制限することを内容とするもの
・市民生活に重大な影響を及ぼすもの

③ 市民の意見等の取扱い（第９条）
市民からの意見等について，市が施策に反映させるよう努めるとともに，その
結果を公表する。
④ 市民参画手続の実施予定及び前年度における実施状況の公表（第１１条）

毎年度、市民参画手続の実施予定及び前年度における実施状況を市民に公表す
る。
⑤ 「鹿児島市市民参画推進に関する市民会議」の設置（第２２条－第３０条）
本市の市民参画の推進について調査審議する，公募市民や学識経験者等で構成
された「市民参画推進に関する市民会議」を設置する。

柑 「鹿児島市と市民活動団体等との協働推進について～市民活動の現状と促進方策～」

（策定月）
平成１６年３月（平成２６年３月改定）
（概要）
協働によるまちづくりを進めるうえでパートナーとして重要な役割を担う市民活動
団体等との協働を推進するため，その基本的考え方や方策について取りまとめたもの
である。
① 目標
市民活動団体等をまちづくりのパートナーとして位置づけ，自主性・自立性を
尊重するなかで，より効果的な協働関係の構築に努める。
② 方策
次の項目を柱に取り組むこととしている。
・市民の協働意識の醸成
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・市民活動団体の運営基盤づくりや活動への支援
・企業との協働・連携の促進
・職員の意識向上と環境づくり

③ 主な施策
ア 市民とつくる協働のまち事業
公益的なサービスを提供するＮＰＯ等の活動に対し，その経費の一部を助成
する。
イ ＮＰＯ連携促進事業
ＮＰＯ，事業者等の連携を促進するとともに，市とＮＰＯ等とのネットワー
クづくりを推進するための取組を行う。
ウ 市民活動応援講座
ＮＰＯ等の市民活動団体に関する組織運営の手法や事業の企画方法などのノ
ウハウを習得する講座を開催する。

４ 男女共同参画
男女が，互いにその人権を尊重しつつ，責任も分かち合い，性別にかかわりなく，
その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現は重要な課題の一つであ
り，国内外で取組が進められている。
本市は，平成２６年４月に施行した「鹿児島市男女共同参画推進条例」及び平成２４年
３月に策定した「第２次鹿児島市男女共同参画計画」に基づき，男女共同参画セン
ターを拠点として，市民，事業者と一体となった総合的な施策の推進に努め，誰もが
安心していきいきと暮らせる心豊かな男女共同参画社会の実現に取り組んでいく。
敢 「男女共同参画推進条例」

（施行期日）平成２６年４月１日
（目的）男女共同参画の推進に関し，基本理念を定め，市，市民，事業者，市民団体
及び教育に携わる者の役割を明らかにするとともに，男女共同参画の推進に関する施
策の基本となる事項を定めることにより，男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し，
男女共同参画社会の実現に寄与することを目的とする。
柑 男女共同参画計画の推進

本市における男女共同参画に関する施策を総合的かつ体系的に取り組んでいく。
① 鹿児島市男女共同参画審議会の開催
② 鹿児島市男女共同参画推進連絡会議の開催
③ 職員対象研修会の開催

桓 広報啓発

男女共同参画社会への理解と認識を深めるため，男女共同参画に関する啓発や法律，
施策の情報提供を行う。
① 男女共同参画情報誌「すてっぷ」の発行
② 男女共同参画に関する情報の収集提供
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棺 ＤＶ等対策

配偶者等からのあらゆる暴力の根絶のため，予防啓発及び被害者支援の取組を行う。
① 生徒・学生向けデートＤＶ講演会の開催
② ＤＶ防止啓発誌の配布
③ カードサイズＤＶリーフレットの作成・配布
④ ＤＶ防止庁内連絡会議の開催
⑤ 配偶者暴力相談支援センター業務
⑥ ＤＶ防止対策委員会の開催

款 男女共同参画センター

設置目的 男女共同参画社会づくりをめざす活動拠点施設として，学習，情報，
支援，相談，調査研究の５つの機能を基に事業を行う。

所 在 地 荒田一丁目４番１号
開 館 平成13年１月25日
開館時間 午前９時30分～午後９時30分（日曜日・祝日は午後６時まで）
休 館 日 月曜日（祝日の場合はその後の最初の平日），12月29日～１月３日
施設内容 鹿児島市生涯学習プラザとの複合施設（生涯学習プラザについてＰ

３４１参照）
ア 図書情報コーナー イ 情報体験コーナー ウ 相談室
エ 講堂 オ スタジオ カ 託児室
キ 研修室 ク 交流サロン ケ 食工房
コ 生活工房 サ マルチメディア学習室
シ 情報活用セミナー室 ス 多目的フロア
セ 伝統文化セミナー室

事業計画

課 学習・啓発事業の実施
① サンエールフェスタ開催事業
男女共同参画社会の実現に向けて，市民と共に考え行動する参画型イベントを開
催し，広く男女共同参画の意識を醸成するとともに，イベントへの参加を通じた市
民の情報発信や交流を支援する。
② 学習・研修事業
男女共同参画に対する理解と認識を深めることや能力開発，生涯にわたる健康管
理等を目的とした学習機会を提供する。

嘩 情報の収集提供
男女共同参画に関する市民の理解を深めるため，情報を収集提供する。
・ 図書，ビデオ・ＤＶＤの貸し出し

貨 市民活動の支援
男女共同参画に関する市民のさまざまな活動を支援し，ネットワークづくりを促進
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する。
迦 相談事業
主に女性が抱えるさまざまな問題について，男女共同参画の視点を持って相談に対
応し，自らの力で解決できるよう支援する。
① 総合相談
② 専門相談（法律相談，心理相談，男性相談）
③ 再チャレンジ相談
④ グループ相談

過 調査研究支援事業
男女共同参画社会の実現に向けて，市民の身近にある現実や課題について市民企画
により調査研究，分析を行い，報告書を作成する。

５ 消費者行政
消費生活センター

設置目的 消費生活に関する情報の収集及び提供等を行い，市民の消費生活の安
定及び向上を図る。

所 在 地 鴨池二丁目２５番１－３１号
開 館 平成６年４月１日
開館時間 月～金 午前９時～午後５時１５分
休 館 日 土曜日，日曜日，国民の祝日，１２月２９日～１月３日
施設内容 ア 相談コーナー エ サークルコーナー

イ 展示コーナー オ 研修室
ウ 情報コーナー カ こどもの部屋（託児室）

主な事業
敢 消費生活相談

専門の相談員を配置し，消費生活に関する相談を受け付け，その解決のために必要
な助言等を行う。また，月２回弁護士による消費生活法律相談を行う。
柑 消費者啓発

消費生活に関する知識を身につけ，主体的・合理的に行動できる消費者を育成する
ために消費生活教室，親子一日教室を実施するとともに学校，町内会，老人クラブ，
企業等を対象に消費生活出張講座を実施する。また，一般向け，若年層向け及び高齢
者向け等，対象に応じた各種啓発資料を作成するとともに，学校等において消費生活
パネル展を展開する。
桓 消費生活エキスポかごしま事業

市民への消費生活に関する情報提供を目的に消費者団体の活動発表や消費生活に関す
るパネル等の展示・実演のほか，幅広い年代層に対応する体験型イベント等を行う。
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棺 消費生活情報の収集・提供

〈消費者教育担い手育成事業〉
地域に根ざした消費者啓発を促進し，消費者被害の未然防止を推進するため，地域
において，簡易な出張講座を行う地域消費者リーダーを養成する。
〈情報提供〉
消費生活センターニュースの発行をはじめ，各種パンフレット等の作成，図書・ビ
デオの貸出し，展示コーナーでの展示パネル等により情報提供に努める。
款 消費者団体の育成・活動支援

消費生活に関するリーダーを養成することを目的に，消費者団体の学習会等を支援
する。
歓 Ａ（悪質商法）Ｂ（撲滅）Ｃ（シティ）消費者情報ネットかごしま事業

消費者被害未然防止ネットワーク会議を開催して関係機関との連携を図るととも
に，メールマガジン等による被害情報の提供など消費者被害情報を共有することによ
り，消費者への「見守り機能」を強化し，本市における悪質商法の撲滅に資する。

６ 文化振興
敢 市民文化祭

毎年，９～１２月に市民文化祭を開いている。
謡曲連合大会，いけばな展，薩摩琵琶弾奏大会，茶会，南日本俳句大会，南日本短
歌大会，邦楽演奏会，詩吟剣舞道大会，薩摩狂句大会，煎茶，オペラ，バレエ，写真
展
柑 ふるさと芸能祭

郷土に伝承されている民俗芸能を広く市民に公開し，郷土芸能に対する理解を深め
るとともに，郷土を愛する心を高める。
出演者 郷土芸能保存団体等

桓 文化事業の共催

市内の文化団体と共催で文化事業を実施し，芸術鑑賞の機会を拡充するとともに文
化団体の育成に資する。
棺 鹿児島市少年少女合唱団（平成２７年度予算 １，９５０千円）
鹿児島市に在住し、市内の小・中学校に在籍する少年少女による合唱団を育成し，
その演奏活動を通じて児童文化の向上を図り，豊かな情操を養うとともに，音楽水準
の向上に寄与する。
設 立 昭和４８年１２月
隊 員 ３４人（平成２７年３月末現在）

款 児童文学振興事業（平成27年度予算 11,257千円）
椋鳩十氏の「20分間読書運動」「よき書き手，よき読み手の育成」などの精神を引
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き継ぎ，本市に根ざした文学振興の取り組みを行う。
①児童文学創作講座
児童文学者などによる，児童文学概論から創作の方法，作品の添削指導等の講
座を開催し，児童文学の書き手の育成を図る。
②児童書の出版助成制度
児童文学に関する優れた作品に対して出版助成を行い，児童文学の書き手の育
成を図る。（出版実費の１／２以内で50万円を上限に助成）

③「金の鈴」読み聞かせ会
夏休み等の長期休暇を利用して校区公民館において小学生を対象とした読み聞
かせを実施し，子どもの読書活動へのさらなるきっかけづくりを行う。
④椋鳩十児童文学賞受賞者交流会
椋鳩十児童文学賞の歴代の受賞者を招き，児童・生徒との交流会（受賞者によ
る講話等）を実施し，椋鳩十氏の周知と文学振興を図る。
⑤子どもたちに聞かせたい創作童話
創作童話の募集，表彰等を通して市民の童話に対する理解と関心を深め，創作
童話への意欲の増進を図るとともに，作品を通じて子どもたちの夢をはぐくみ，
美しい心を育てる。

歓 小・中学校等での芸術鑑賞事業（平成２７年度予算 １６，２３３千円）
地元の芸術文化団体による小・中学校や子育て支援施設での演奏会等の公演や国内
外の優れた舞台芸術の鑑賞機会の提供により，子どもたちの豊かな情操を育てる。
汗 歴史・文化資産のデジタル化推進事業（平成２７年度予算 ２，０８０千円）
貴重な歴史・文化資産をはじめとして，市内の文化財や伝統工芸品等の情報のデジ
タル化を進め，インターネットにより広く情報発信する。
漢 文化薫る地域の魅力づくりプラン推進事業（平成２７年度予算 ３１，４７１千円）
平成２３年度に策定した「文化薫る地域の魅力づくりプラン」に基づき，美術，音

楽，地域伝統芸能といった本市ゆかりの文化を生かした，元気な地域づくり・人づく
りにつながる取組を実施する。
澗 第３０回国民文化祭開催事業（平成２７年度予算 ９７，８５４千円）
平成２７年１０月３１日から１１月１５日までの１６日間，「第３０回国民文化祭・かごしま２０１５」
を開催する。
潅 かごしま近代文学館・かごしまメルヘン館

設置目的
鹿児島にゆかりのある作家とその作品等を紹介する「かごしま近代文学館」と，
世界各地の童話・民話等を人形・映像その他で紹介する「かごしまメルヘン館」を
複合的に設置することにより，本市の文学振興，文化の向上を図るとともに，物語
の世界の演出により，子どもたちに夢を与え，豊かな感性を育む。
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施設概要
① かごしま近代文学館
地下１階 収蔵庫，くん蒸室，機械室など
１ 階 鹿児島情熱絵巻，ゆかりの作家たちの情熱，文学アトリエ，ラ

イブラリー，事務室，喫茶室
２ 階 鹿児島文学の群像，向田邦子の世界，文学ホールなど

② かごしまメルヘン館
地下１階 わくわくスタジオ，メルヘンホールなど
１ 階 おはなしのまち，おはなしの散歩道，親子読書コーナー
２～３階 おはなしの散歩道，絵本のお城

展示概要
① かごしま近代文学館
「ゆかりの作家たちの情熱」
鹿児島ゆかりの５人の創作にかけた情熱を，様々なテーマの下，ジオラマや
文学資料，遺愛の品々等をとおして紹介する。
「文学アトリエ」
「ことばアトリエ」で，ことば遊びができる映像装置，ワークショップをと
おして，楽しみながらことばの世界に触れられ，また，「本のひろば」で，歴
代の「椋鳩十児童文学賞」受賞作品やお薦めの本などをくつろぎながら読むこ
とができる。
「鹿児島文学の群像」
鹿児島ゆかりの２２人の作家を紹介。また，様々なテーマで収蔵品展や企画展
などを開催する。
「向田邦子の世界」
原稿等の直筆をはじめ，遺愛の品々を展示し，向田の面影をたどり，その作
品世界を紹介する。
② かごしまメルヘン館
「わくわくスタジオ」
オリジナルのお話を完成させていく「まっしろな絵本」があり，また，世界
各地の民族人形や日本各地の郷土玩具など様々な人形を展示する。
「おはなしのまち」
童話に出てくるお家やミニアスレチックなどで遊びながらお話の世界を楽し
める。
「おはなしの散歩道」
『不思議の国のアリス』の世界をトリックアートなどで楽しめる。

「絵本のお城」
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お気に入りの絵本を手にとって読むことなどができる。
所 在 地 城山町５番１号
建物概要 契建物構造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地下１階地上３階建

形敷地面積 ３，４１８．１５㎡
径建築面積 ２，２８９．３６㎡
恵延床面積 ５，８７４．３１㎡

開 館 平成１０年１月２９日
休 館 日 毎週火曜日（休日の時はその後の最初の平日），１２月２９日～１月１日
開館時間 午前９時３０分～午後６時（入館は午後５時３０分まで）
観覧料金

・共通…近代文学館とメルヘン館の共通券 ・未就学児は無料 ・団体は２０人以上
環 市民文化ホール

施設概要
陰 開館年月日 昭和５８年２月６日
隠 位 置 与次郎二丁目３番１号
韻 構造及び規模 鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造，地下１階，地上５階
吋 敷 地 面 積 ４８，２７１．５１釈（文化公園を含む）
右 建 築 面 積 ８，１５０．６２釈（延床面積１９，６８９．２９釈）
宇 工 期 昭和５５年１２月２８日～５７年１２月１０日
烏 建設事業費 ７，９２９，０００千円
羽 施 設 案 内
ア 第１ホール

音楽的催しに重点を置く多目的ホールで客席数１，９９０席（他に車いすスペー
ス８席）
イ 第２ホール
演劇の催しに重点を置く多目的ホールで客席数９５２席（他に車いすスペース
６席）
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団 体個 人区 分
２４０円３００円一 般

近 代 文 学 館

常 設 展 示

１２０円１５０円小 ・ 中 学 生
－６００円年 間 観 覧 券 （ 一 般 ）
－３００円年間観覧券（小・中学生）

２４０円３００円一 般

メ ル ヘ ン 館
１２０円１５０円小 ・ 中 学 生
－６００円年 間 観 覧 券 （ 一 般 ）
－３００円年間観覧券（小・中学生）

４００円５００円一 般

共 通
２００円２５０円小 ・ 中 学 生
－１，０００円年 間 観 覧 券 （ 一 般 ）
－５００円年間観覧券（小・中学生）



ウ 市民ホール
約４００人収容の平土間形式の会議室兼用のホール

エ 練習室
オ 会議室，和室
カ 展望ギャラリー
キ 駐車場 駐車台数 ３７３台

迂 平成２６年度利用状況

甘 谷山サザンホール

施設概要
陰 開館年月日 平成元年１０月２０日
隠 位 置 谷山中央一丁目４３６０番地
韻 構造及び規模 鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造，地下１階，地上２階
吋 敷 地 面 積 ６，９３３釈
右 建 築 面 積 ３，３２０釈（延床面積 ５，９７０釈）
宇 工 期 昭和６３年３月５日～平成元年１０月２日
烏 建設事業費 ２，８００，０００千円
羽 施 設 内 容
ア ホール 客席数８００席（他に車いすスペース６席）
イ 練習室
ウ 会議室，和室
エ 市民ギャラリー，展示室
オ 駐車場 駐車台数 ７４台

迂 平成２６年度ホール利用状況
ア 利 用 率 ６８％
イ 入場者数 ５３，７６３人

７ 安心安全まちづくり推進
敢 「鹿児島市安心安全まちづくり条例」

（施行期日）
平成１７年１０月４日
（目的）
犯罪，事故及び自然災害を未然に防止し，市民みんなが安心して暮らすことのでき
る安全なまちづくりについて，基本理念並びに市，市民等及び事業者の責務を定め，
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市民ホール第２ホール第１ホール
８０％７４％６４％利 用 率

３８，１９１人１１０，４６０人１９１，０１６人入 場 者 数



それぞれが連携し，及び協力することにより，安心して暮らすことのできる安全な地
域社会の実現を図ることを目的とする。
（概要）
安心安全なまちづくりのため，自らの安全は自ら守るとともに地域の安全は地域で
守るという基本理念のもと，市は，市民や事業者等の意見を積極的に反映させ，安心
安全なまちづくりを推進するために必要な施策等を実施すること，市民等は，所有す
る土地等の適正な管理や市の施策への協力，犯罪等の発生時の通報等を行うよう努め
ることなどが盛り込まれている。
柑 「鹿児島市暴力団排除条例」

（施行期日）
平成２６年４月１日
（目的）
市及び市民等が，地域の安全は地域で守るという基本認識のもと，暴力団の排除に関
し，基本理念を定め，市及び市民等の役割を明らかにするとともに，暴力団排除に関する
施策等を定めることにより，市民の安全で平穏な生活の確保を図ることを目的とする。
（概要）
暴力団追放「三ない運動＋１」（恐れない，利用しない，金を出さない，交際しな
い）を基本に，市は，暴力団の排除に関する施策の推進や安全確保のための警察への
保護要請などを，市民等は，市が行う取組みへの協力や市や警察等へ情報提供などを
行うよう努めることを定めたほか，少年保護のための通報措置や特別強化地域の指定
等が盛り込まれている。
また，条例の制定に際し，市と市教育委員会と市内三警察署とで協定を結び，連携の
強化を図った。
桓 安心安全まちづくり事業

安心安全まちづくりについての広報啓発や，安心安全まちづくりを総合的に推進す
るための「鹿児島市安心安全まちづくり推進会議」の運営などを行う。
棺 安心安全パートナーシップ事業

犯罪等の未然防止に関する市民意識の向上を図るとともに，市民自らが行う地域の
安全の確保に関する自主的な活動の促進等を図る。
○安心安全まちづくり市民大会の開催
○安心安全研修会の開催 など

款 安心安全地域リーダー育成事業

地域の防犯，防災活動等のリーダーを育成するため，「鹿児島市安心安全アカデ
ミー」を開催する。
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① コース・受講人員

※ 防災基礎コースの修了者には，日本防災士機構が実施する「防災士資格取得試
験」の受験資格が与えられる。
② 講座回数 各コース８回・１回当たり２時間
③ 受講料 無料
④ 各マスターコース修了者を「安心安全推進員」に委嘱し，市と協働で安心安全
なまちづくりを推進する。

歓 安心安全推進員連絡協議会

安心安全アカデミーマスターコース修了者に委嘱している「安心安全推進員」の自
主的な調査研究活動の促進や相互連携等を図るため，協議会の運営や研修会の開催等
の活動を支援する。
汗 安心安全教育指導員

防犯及び交通安全に関する知識を有する者４人を配置し，小学校，幼稚園，保育
園，町内会などの要請により，防犯教室及び交通安全教室を開催して，防犯及び交通
安全に関する知識の普及を図る。
漢 安心安全協力事業所登録事業

市と事業者が協力・連携して安心安全なまちづくりを推進するために，犯罪，事故
及び自然災害の未然防止のための活動や災害等の発生時の救援活動において，人材や
資機材，物品，技術等の提供に可能な範囲で協力・支援していただける事業所を「鹿
児島市安心安全協力事業所」として募集・登録する。
澗 地域安心安全推進指導員

地域において自主的な防災活動を行う自主防災組織や，地域の安全確保に関する自
主的な活動を行う団体等で構成する地域安心安全ネットワーク会議の結成促進と活動
に関する相談・助言等を行うことにより市民との協働による安心安全なまちづくりを
推進する。
潅 地下壕安全対策事業

地下壕の安全対策を図るため，地権者等の同意を得て倉庫等の利用を除く立入り可
能な地下壕の壕口の封鎖工事などを行う。
環 セーフコミュニティ推進事業

安心安全まちづくり条例に基づく犯罪・事故・自然災害の未然防止の取組に加え，
子ども，高齢者などの年齢層別，家庭，学校等の生活環境別に事故やけがの原因を調
査し，その防止策を市民や関係団体と行政が協働して検討・実施することにより，生
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コース修了者 ２０人

防犯・事故防止マスター
コース３

防災基礎コース修了
者 ２０人防災マスターコース４
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涯にわたって安心安全に暮らせる世界基準のまちづくりを目指す。
実施にあたっては，世界保健機関（ＷＨＯ）が推進しているセーフコミュニティの
手法を導入し，調査結果の科学的な分析や体系的な事故防止等の仕組づくりに活用す
る。
○本市のセーフコミュニティで取り組む７つの分野

甘 安心安全まちづくりアドバイザーの配置

セーフコミュニティの推進などの新たな取組や市民への啓発活動等，安心安全なま
ちづくりを効果的に推進するため，専門的な指導や助言等を行う「安心安全まちづく
りアドバイザー」１人を配置している。
監 交通事故・暴力団排除相談員

交通事故相談及び暴力団排除相談に関する知識を有する専門の相談員１人を配置
し，賠償問題や暴力団の排除に関する相談その他の諸問題について指導助言を行う。

８ 防 犯
敢 防犯団体連合会等への補助

犯罪を防止し，明るく住みよいまちづくりを推進している防犯団体を援助，育成強
化するため補助金を交付する。
柑 防犯灯に対する補助

防犯灯を設置し維持管理する町内会等に対し，設置費及び電気料を補助する。
○防犯灯設置費補助金
小柱式 ２４，０００円 小柱のみの取替 １４，０００円
共架式 １０，０００円
明るい照明補助加算
（インバータ式防犯灯及びＬＥＤ防犯灯を設置した場合）６，０００円

○防犯灯電気料補助金
基準の範囲内で１００％補助

桓 特設防犯灯の設置

町内会等と町内会等のはざまにおける防犯灯の設置を市で行い，夜間における犯罪
の防止と市民の通行の安全を図る。
棺 防犯パトロール隊への支援
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交通事故の減少交 通 安 全
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ＤＶの防止Ｄ Ｖ 防 止
自殺者数の減少自 殺 予 防
地域防災力の向上防災・災害対策



地域で自主的に活動する防犯パトロール隊の結成促進を図り，市民の方々が安心して
暮らせる安全なまちづくりを推進するため，パトロール活動に必要な用品を支給する。
（防犯パトロール隊１団体当たり５０，０００円以内・支給から満５年以上経過している団
体については再支給の制度あり）
款 青色回転灯装着パトロール車導入の支援

青色回転灯を装備した車両（青パト）の導入促進を図るため，青色回転灯や車両用
拡声器などの青パト用品を支給する。
（青パト１台当たり５０，０００円以内）
歓 青パト活動費の補助

青パトによる防犯活動の積極的な展開と青パト隊の結成促進を図るため，青パト隊
に対し燃料費などの活動費補助を行う。
（青パト１台当たり年額１８，０００円）
汗 犯罪被害者支援センターの活動支援

犯罪被害者やその遺族等の被害の回復や軽減を図るために，「公益社団法人かごし
ま犯罪被害者支援センター」に負担金を支出する。
漢 地域安心安全ネットワーク支援事業

小学校区ごとに，防犯パトロール隊，スクールガードなどの相互連携や情報の共有
化を図る「地域安心安全ネットワーク会議」の設立・運営を支援するため，会議を実
施する団体等に補助を行う。（３年を限度に年額５０，０００円以内，その後は３年を限度
に年額３０，０００円以内）また，夜間における暗がりのチェックや交通危険箇所等の環境
診断などを行う当該団体に年額２０，０００円以内を補助する。

９ 交通安全
敢 交通安全対策会議

○根 拠 交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）第１８条第１項の規定
に基づき，昭和４５年１２月２４日鹿児島市交通安全対策会議条例により
設置している。

○目 的 市交通安全計画の作成及び実施の推進，その他市の区域における陸
上交通の安全に関する総合的な施策の企画を審議し，その実施を推
進する。

柑 交通安全市民運動推進協議会

○目 的 交通事故を防止するため，市民総ぐるみの交通安全運動を積極的に
推進する。

○主な事業
・春と秋の全国交通安全運動及び夏，年末年始の交通事故防止運動
・スクールゾーン委員会への助成及び交通安全母の会活動
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・交通遺児等への見舞品贈呈
・自転車安全運転・盗難防止キャンペーン

桓 児童通学保護員

○目 的 通学児童及び通園園児の登校・登園時における道路交通の安全確保
を図る。

○身 分 小学校長，幼稚園長及びＰＴＡ会長が推せんする者の中から市長が
委嘱する非常勤嘱託である。

○人 員 ２０９人（平成２７年度予算人員）
○そ の 他 保護員の職務従事中の災害については，公務災害補償条例により補

償する。
棺 違法駐車対策

円滑な道路交通の確保と市民の安全で快適な生活環境を保持するため，広報・啓発
活動を行い，駐車マナーの向上を図り，違法駐車を防止する。
款 チャイルドシート使用促進

チャイルドシート使用の効果や正しい使用方法についての講習会を開催し，チャイ
ルドシート未使用や不適正着用による事故防止を図る。

１０ 防災・危機管理
敢 防災会議

○根 拠 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第１６条の規定に基づき，
設置している。

○目 的 市地域防災計画の作成及び実施の推進や，市長の諮問に応じて本市
の地域に係る防災に関する重要事項の審議等を行う。

柑 災害対策本部

○設 置 大規模な災害が発生し，又は発生するおそれがあるときは，市長は
災害対策本部を設置する。現地にて，特別な対策を必要とするとき
は，現地災害対策本部を設置する。
本部に本部会議を置き，本部長，副本部長及び本部員で構成する。
また，本部に対策部を置き，それぞれ対策部長を置く。

○配 備 災害の規模等に応じて，次の配備を行う。
第１配備 比較的軽微な災害若しくは局地的な災害が発生し，又は発生するお

それのあるときで災害対策本部が設置されたとき。
第２配備 大きな災害が発生し，又は発生するおそれがあるとき。（広範囲に

わたり，避難所を運営している場合など）
第３配備 大きな災害が発生し，被害が甚大と予想されるとき，又は甚大な災

害が発生したとき。（災害救助法が適用された場合など）
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桓 国民保護法制関連事業

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（国民保護法）（平
成１６年法律第１１２号）第３５条の規定に基づき作成した「鹿児島市国民保護計画」に基づ
き，国民保護に関する普及啓発を行い，市民への周知を図るとともに訓練など平素か
らの備えや予防に努めるなど，国民保護措置を総合的に推進する。
棺 桜島火山爆発対策

火山爆発災害の特殊性，桜島の地形的態様からくる応急対策の困難性等を考慮し，
市地域防災計画の中に桜島爆発対策計画を定めている。
桜島火山の大爆発又はそのおそれがあり，大きな災害が発生すると認められると
き，異常現象の広報，避難，緊急輸送等の応急対策を実施し，住民の安全を図る。
款 水防計画

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第３３条の規定及び市地域防災計画に基づき，鹿児
島市域における水防事務の調整及び円滑な実施を図るため必要な事項を規定し，洪
水，津波又は高潮等による水災の警戒・防御及び被害軽減を行い，もって公共の安全
を保持することを目的とする。
歓 防災条例

市と市民とが一体となって総合的な防災対策を進め，災害に強い安全なまちづくり
をめざして防災条例を制定
名 称 鹿児島市開発行為，建築等における災害の防止に関する条例
施行年月日 昭和５２年４月１日
概 要 この条例は第１章～第６章で構成され，市の責務，市民の責務，開

発行為・建築等における防災，避難及び通報等を盛り込んである。
汗 防災行政無線

災害時における迅速・確実な情報伝達及び現場の情報収集や災害活動の情報連絡体
制の確立のため，移動系及び同報系防災行政無線を整備している。
同報系防災行政無線については，平成２４年度から２６年度にかけて，全市一体的に整
備し，２７年度から全面運用を行っている。
設備の概要

移 動 系（市職員等間で災害時の情報収集及び情報連絡を行う無線設備）
固 定 局 市役所本庁１，吉田支所１，喜入支所１，松元支所１，郡山支

所１
中 継 局 吉野中継局，平野中継局，高野南中継局，平野岡中継局，大浦

中継局
遠隔制御装置を市役所本庁，錦江工事事務所，谷山建設課，伊
敷支所，東桜島支所，桜島東分遣隊，吉田支所，喜入支所，南
消防署喜入分遣隊，松元支所，郡山支所に置き操作を行う。

移 動 局 車両用６４ 携帯・可搬用１０６ 計１７０
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同 報 系（屋外拡声子局及び戸別受信機で住民等に情報伝達する無線設備）
親 局 本庁１
中 継 局 吉野中継局，吉田中継局，喜入中継局，松元中継局，郡山中継局
遠隔制御装置 東桜島支所１，吉田支所１，桜島支所１，喜入支所１，松元支所

１，郡山支所１，消防局１
屋外拡声子局 市内２５２局（うち，２局は再送信局のみ）

中央地域３０局，谷山地域４４局，伊敷地域２４局，吉野地域１８局，
吉田地域２９局，桜島地域３５局，喜入地域３１局，松元地域２２局，
郡山地域１９局

漢 自主防災組織育成促進事業

自主防災組織の結成に伴い，必要な資機材を整備する組織について，１組織当たり
１回限り１０万円を限度として補助を行う。
過去５年以内に組織の結成に伴う資機材整備補助を受けていない組織については，
１組織当たり１回限り７万円を限度として補助を行う。
また，防災意識の高揚を図るため，以下の防災訓練等を実施した組織に対し，１組
織当たり，年２回限り，それぞれ２万円を限度に助成を行う。
① 組織が単独で実施する訓練
② 複数の組織又は小中学校などと連携して実施する訓練
③ 地域の防災マップの作成
④ 避難行動要支援者への支援活動
⑤ 地域の危険箇所の防災点検
⑥ その他市長が認めるもの
※注）２回目の助成は，１回目の活動と異なる場合に限る

澗 避難行動要支援者避難支援等事業

災害発生時等に自ら避難することが困難な要介護者や重度の障害者など（避難行動
要支援者）が，地域の中で避難の支援が受けられるようにするため，避難行動要支援
者名簿の作成や個別支援計画の作成，避難支援者の確保等を行う。
潅 原子力災害対策事業

市地域防災計画（原子力災害対策編）や市原子力災害対策避難計画に基づき，防災
訓練や市民への広報等を行う。
環 防災資機材等備蓄事業

大規模災害の発生に備え，発災直後の避難生活に必要な資機材等を，防災拠点とな
る小学校等７８カ所の避難所や本庁・各支所に分散して，平成２８年度までの３年間で備
蓄することにより，防災対策の強化を図る。

１１ 桜島火山対策
敢 桜島火山対策の経緯

昭和３８年度 市地域防災計画において，桜島爆発対策計画を策定
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昭和４６年度～ 桜島火山爆発総合防災訓練を実施（以降毎年１月１２日を目安に実施）
昭和４７年度～ 桜島降灰検診事業の実施（～平成２０年度）
昭和４８年度～ 「活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律」制定

避難施設緊急整備地域の指定（桜島島内（鹿児島市及び桜島町））
避難施設緊急整備事業，防災営農対策事業の実施
国による治山事業の実施

昭和５０年度～ 防災林業対策事業の実施
昭和５１年度～ 国による砂防事業の実施
昭和５２年度～ 鹿児島市降灰対策委員会設置，桜島火山活動対策協議会設置
昭和５３年度～ 「活動火山対策特別措置法」の制定，降灰防除地域の指定

降灰除去事業，降灰防除事業の実施
昭和５９年度～ 海面環境保全事業の実施
昭和６０～６３年度 桜島有村地区の集団移転事業の実施
昭和６３年度 「鹿児島国際火山会議」開催
平成６年度 桜島火山防災マップ及びポケットブック作成・配布
平成１０年度 「アジア活火山サミット」開催
平成２２年度 桜島火山ハザードマップ作成・配布
平成２４～２５年度 桜島大正噴火１００周年事業の実施
平成２５年度 「国際火山学地球内部化学協会（IAVCEI）２０１３年学術総会」開催
柑 活動火山対策特別措置法の趣旨

火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け，又は受けるおそれがあると
認められる地域等について，避難施設，防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実
施を促進する等特別の措置を講じ，もって当該地域における住民等の生命及び身体の
安全並びに住民の生活及び農林漁業，中小企業等の経営の安定を図る。
桓 桜島火山災害対策委員会

桜島の火山災害対策についての総合施策を効果的に推進する。
棺 桜島火山活動対策協議会

桜島の継続的な火山活動に伴う対応策の協議，関係法令の整備充実，国・県への意
見の反映を図るため要望活動を行うなど，その総合的施策を推進する。（昭和５２年１０
月８日に設置）
組 織
鹿児島市，垂水市，霧島市及び鹿屋市で組織し，関係市の長，議長及び当該特別委
員会委員長等を委員とする。
款 避難施設の整備

退避舎，退避壕の機能保持を図るため，必要な補修を行う。また，平成２７年度は，
退避壕の耐震診断を実施し，結果に基づき，整備計画を策定する。
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歓 平成２７年度桜島火山対策事業費 （単位：千円）

－１１０－

市

民
（
１１
桜
島
火
山
対
策
）

事業内容
２７年度財源内訳

増減２７年度
当初予算額

２６年度
当初予算額事 業 費

市費等県国

６２３，１３３０６０６，２１５９２，８６０１，２２９，３４８１，１３６，４８８１.降灰除去事業

路面清掃車のリース費用含む３５９，７７２４１７，７５４７３，２３７７７７，５２６７０４，２８９道路降灰除去事業

３，７１５０３，７１５３，７１５公共下水道降灰除去事業

歩道の緑地帯内４，５７６８，０６４０１２，６４０１２，６４０歩道緑地帯降灰除去事業

１４５，７５４１３８，７７７２０，８４６２８４，５３１２６３，６８５宅地降灰除去事業

公園内の駐車場や園路１０，９８５９，１２００２０，１０５２０，１０５公園降灰除去事業

４２９▲１１４４２９５４３電車軌道敷降灰除去事業

学校校庭 65,000
体育施設 1,000３３，５００３２，５０００６６，０００６６，０００学校校庭等降灰除去事業

０▲９，２６１０９，２６１事業所降灰指定置場設置事業

本庁舎 ２４７
観光施設 1,４７５
青果市場 6４８
桜島支所 10３
魚類市場 ７１９
東桜島支所 ７０
社会福祉施設 1９,２６７
船舶局 ７２２

２３，２５１３，７５０２３，２５１１９，５０１本庁舎等降灰除去事業

町内会 ３４１
商店街 １９８５３９０５３９５３９降灰除去機購入補助事業

一般家庭 ３６,１２０
学校幼稚園 １７５３６，２９５４，５６９３６，２９５３１，７２６克灰袋配布事業

補助率2分の1・
限度額20万円／回１，６６５０１，６６５１，６６５アーケード降灰除去補助事業

０▲１１９０１１９私立高校授業料軽減補助事業

市内22地点観測２，６５２▲４８２，６５２２，７００桜島降灰量観測委託事業

４５，６６１０３，８０７１５，０３３４９，４６８３４，４３５２.降灰防除事業

私立保育所（認可）４，７２９
市立保育所（許可外）４７０５，１９９▲１，８９３５，１９９７，０９２児童福祉施設電気料補助事業

学校クーラーの特別
教室等の機器更新等４０，４６２０３，８０７１６，９２６４４，２６９２７，３４３学校施設降灰防除施設整備事業

８８，１８９０１６，６３３４８，９７０１０４，８２２５５，８５２３.避難施設整備事業

桜島支所 17８
危機管理課 ８１１９８９▲８８２９８９１，８７１避難施設補修事業

避難港の施設維持費６８，６０９１６，６３３５１，２５６８５，２４２３３，９８６避難施設保守管理事業

〃１７，８６０▲６１０１７，８６０１８，４７０避難港泊地浚渫事業

７３１▲７９４７３１１，５２５防災無線保守管理事業

兼
献
献
献
献
牽
献
献
献
献
験

兼
牽
験



－１１１－

事業内容
２７年度財源内訳

増減２７年度
当初予算額

２６年度
当初予算額事 業 費

市費等県国

５，７４０００１，１８１５，７４０４，５５９４.融資制度

災 害 対 策 資 金
経営安定化資金保証料補助
災害対策資金利子補給金

５，７４０１，１８１５，７４０４，５５９中小企業資金融資事業

３８，４４３２，３９７６，１５５▲４，１４１４６，９９５５１，１３６５.農林水産業対策事業

土壌矯正資材購入費補助７４３２，２３３▲３，１３６２，９７６６，１１２降灰地域土壌等矯正事業

施 設 整 備 費 補 助０００降灰地域茶安定対策事業

被覆施設建設補助００００降灰地域果樹安定対策事業

除灰用機械導入補助００００降灰地域野菜安定対策事業

薬剤購入費補助９５６▲１６０９５６１，１１６びわ病害虫防除対策事業

耐灰性作物導入補助１，４４８▲２７２１，４４８１，７２０耐灰性作物等導入促進事業

被覆資材購入費補助１，７３８▲７９１，７３８１，８１７びわ果実降灰被害防止対策事業

資材購入費補助５２９▲２１０５２９７３９特産かんきつ生産安定対策事業

被覆施設整備費補助
資 材 購 入 費 補 助１３，４５０▲２，０７３１３，４５０１５，５２３降灰地域施設整備事業

被覆資材更新経費補助７１８２，１５５２，８７３２，８７３０降灰地域被覆施設整備更新事業

飼料作物調整機械
等 の 導 入 助 成９０４▲２，７３９９０４３，６４３飼料作物調整施設設置事業

桜島地域での畜産施
設の整備経費助成１０，７９２１，６５５１０，７９２９，１３７降灰地域畜産施設整備事業

桜島降灰除去及び
農地、農業用施設
等 災 害 復 旧

７，０００４，００００１１，０００１１，０００農業用施設等災害復旧事業

海面環境保全委託１６５１６４０３２９３２９海面環境保全事業

６，７３２００▲２２５６，７３２６，９５７６.火山活動対策費

７１００７１０７１０桜島火山活動対策協議会負担金

桜島火山爆発総合防災訓練等５，１８７▲２４４５，１８７５，４３１桜島火山活動対策事業費

８３５１９８３５８１６桜島砂防センター運営管理委託費

８０７，８９８２，３９７６３２，８１０１５３，６７８１，４４３，１０５１，２８９，４２７合 計
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１２ 国民年金
国民年金制度は，老齢，障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを
国民の共同連帯によって防止し，必要な給付を行う制度である。
市では，法定受託事務として，第１号及び任意加入被保険者に係る資格関係届書，
保険料免除・納付猶予関係申請書，給付関係基礎年金裁定請求書の受理，審査及び送
付を行い，日本年金機構との協力・連携事務として，相談対応，周知・広報等を行
い，市民の国民年金受給権の確保に努める。
敢 福祉年金

① 福祉年金裁定請求等送付状況

③ 福祉年金受給権者数 （平成２７年３月末現在）

柑 拠出年金

① 拠出年金裁定請求等送付状況

③ 拠出年金受給権者数 （平成２７年３月末現在）

－１１２－
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計障 害 基 礎老 齢 福 祉区 分

６，６０９６，６０２７受 給 権 者（人）

送付件数区分

年度 計寡婦遺族
基礎

障害
基礎老齢

１５９０４７８７７２５
裁 定

１５９１３６８８７２６

６７５00３４６４１２５未支給
年 金 ５４７00３３５１４２６

② 拠出年金額（平成２７年度）

老齢基礎年金（満額）7８０,100円

障害基礎年金 福祉年金と同額
遺族基礎年金（年額）基本額７８０,１00円
※遺族基礎年金には子の加算あり
１人目・２人目 １人につき22４,５00円
３人目以降 〃 ７４,８00円

送付件数区分

年度 計障害
基礎

老齢
福祉

1７71７7０２５
裁 定

1５８1５８０２６

６１５６５２５未支給
年 金 ５７５５２２６

② 福祉年金額（平成２７年度）

老齢福祉年金（年額） ３９９,７00円
障害基礎年金（年額）

１級 ９７５,１00円
２級 ７８０,１00円

※障害基礎年金には子の加算あり
１人目・２人目 １人につき 22４,５00円
３人目以降 〃 7４,８00円

計寡婦遺族基礎障害基礎障害老齢基礎老齢区 分

１３５，９３９７７２３５２，９３３３４７１２３，２２２９，１２５受 給 権 者
（人）



④ 被保険者数及び免除等状況 （単位：人）

※申請免除等（若年者納付猶予・学生納付特例含む）
１３ 国民健康保険 事業開始 昭和３２年１１月１日
敢 事業概況（平成２７年４月１日現在）

○加入状況
人 口及 ６０４，６９７人 国保被保険者数吸 １３８，０２４人
加入率吸／及 ２２．８３％
世帯数祇 ２７２，６８１世帯 国保世帯数義 ８５，８４７世帯
加入率義／祇 ３１．４８％

○保険給付状況
① 療養の給付

給付率 義務教育就学前 ８割
義務教育就学後７０歳未満 ７割
７０歳以上７５歳未満 ８・９割 平成２６年４月以降に７０歳になる人
は８割，それ以前に７０歳になった人は９割（ただし，一定以上の
所得者は７割）

給付内容 ア 診察（一般・歯科） イ 薬剤又は治療材料の支給
ウ 処置・手術その他の治療 エ 病院又は診療所への入院

② 入院時食事療養費 入院時の食事療養に要した費用の額から標準負担額を
控除した額を支給

③ 入院時生活療養費 ６５歳以上７５歳未満の人（入院医療の必要性が高い患者
を除く）が療養病床に入院した場合，生活療養（食事
と居住費）に要した費用から標準負担額を控除した額
を支給

④ 療 養 費 療養に要した費用に各給付率を乗じた額を支給
⑤ 移 送 費 療養の給付を受けるため医師の指示により一時的，緊急的な

必要性があって病院又は診療所に移送された場合に支給
⑥ 海外療養費 海外で療養に要した費用に各給付率を乗じた額を支給
⑦ 高額療養費 病院等で支払う一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に

その超過額を支給

－１１３－

保険料免除・納付猶予者
計任意加入

被保険者
第 １ 号
被保険者

区 分

年 度 計申請免除等法定免除

４０，００３３０，７８８９，２１５８１，７８６１，４５６８０，３３０平成２５年度末

３９，６０６３０，４３０９，１７６７８，４３４１，２５８７７，１７６平成２６年度末
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⑧ 高額介護合算療養費 ８月から翌年７月までの１年間に病院等で支払う医療
費と介護サービス費の一部負担金の合算額（国保加入
者に限る）が基準額を超えた場合にその超過額を支給

⑨ その他の給付 出産育児一時金 世帯主に対して
・産科医療補償制度に該当の場合

４２０，０００円
・上記以外の場合 ４０４，０００円

葬 祭 費 葬祭を行った者に対して ２０，０００円
○保険税賦課状況
賦課期日 ４月１日
賦課方式 所得割，被保険者均等割，世帯別平等割の三方式
納 期 年１０期 ６，７，８，９，１０，１１，１２，１，２，３の各月

（普通徴収）
年度別の税率，賦課割合状況

（賦課割合は一般被保険者分 ただし，介護納付金分は全体分）

年度別の保険税賦課状況

－１１４－

市

民
（
１３
国
民
健
康
保
険
）

税 率 及 び 賦 課 割 合区 分
年 度 平 等 割均 等 割所 得 割

２３，３００円２０．６７％２１，０００円２９．８９％８．００／１００４９．４４％医療分
決 算２５ ７，１００円２０．４４％６，２００円２８．６３％２．６０／１００５０．９３％支援金分

６，４００円２０．９３％７，４００円２９．４２％２．４０／１００４９．６５％介護分
２３，３００円１９．１３％２１，０００円２７．６１％８．００／１００５３．２６％医療分

決 算 見 込２６ ７，１００円１８．６６％６，２００円２６．０９％２．６０／１００５５．２５％支援金分
６，４００円１９．３７％７，４００円２６．９８％２．４０／１００５３．６５％介護分
２３，３００円１８．１９％２１，０００円２６．７３％８．００／１００５５．０８％医療分

当 初 予 算２７ ７，１００円１７．８６％６，２００円２５．４３％２．６０／１００５６．７１％支援金分
６，４００円１８．００％７，４００円２５．１９％２．４０／１００５６．８１％介護分

現 年 課 税 分 （調定額）区 分
年 度 前年度対比一人当たり前年度対比一世帯当たり

１００．３２％５６，７６７円９９．５２％９２，４２４円医療分
決 算２５ １００．３２％１７，５２６円９９．５３％２８，５３４円支援金分

９９．７９％１９，７５０円９９．６１％２３，５０１円介護分
９８．７５％５６，０５６円９８．０８％９０，６４９円医療分

決 算 見 込２６ １００．１０％１７，５４４円９９．４３％２８，３７１円支援金分
１００．６１％１９，８７０円１０２．１０％２３，９９４円介護分
１０６．５７％６６，７８８円１０６．１４％１０８，４１２円医療分

当 初 予 算２７ ９７．２１％２０，８５９円９６．８２％３３，８５９円支援金分
９０．８６％２５，００９円９３．７９％３０，２７２円介護分



柑 国保事業の年度別状況 （保険税は現年課税分）

桓 保険税収納見込 （単位：千円）

棺 保険税納付区分比見込（現年課税分） （単位：世帯，千円，％）

款 納付組合の結成状況等

・結成状況（平成２７．４．１現在）
保険区数３０４区（保険委員納付組合長１３８人）組合加入世帯数１，７０２世帯

歓 納付組合の表彰及び助成（２６年度決算見込）
ア 優良納付組合及び保険委員納付組合長の表彰 年１回
イ 保険委員納付組合長への報償金 １３，９６１，６０１円

－１１５－

収 納 率
収入済額
（Ｃ）

最終予算額
（Ｂ）

調定額
（Ａ）区 分年度 対 予 算

宮／吸
対 調 定

宮／及

７３．９５％８７．７４％９，９４７，２３９１３，４５１，６１０１１，３３６，７６６現年課税分
２６ ２５．９１％１６．１８％９５５，０８０３，６８５，４５９５，９０４，０１８滞納繰越分

６３．６２％６３．２４％１０，９０２，３１９１７，１３７，０６９１７，２４０，７８４計

合 計納税嘱託員自主納付口座振替納付組合区 分
８６，８４５－４７，６７８３７，５１７１，６５０納 付 対 象 世 帯 数
１００．００－５４．９０４３．２０１．９０構 成 比 率

９，９４７，２３９５５，１４０４，８９７，５６０４，７５２，４４１２４２，０９８保 険 税 収 納 額
１００．０００．５５４９．２４４７．７８２．４３構 成 比 率

市

民
（
１３
国
民
健
康
保
険
）

２７（当初予算）２６（決算見込）２５（決算）単位年 度
区 分

１４１，１６６１４０，９３６１４３，１８４人人 員 （ 平 均 ）被
保

険
者 ８６，９６６８７，１５３８７，９４４世帯世 帯 （ 平 均 ）

医療 ５２０，０００医療 ５１０，０００医療 ５１０，０００
円保 険 税 限 度 額 支援金 １７０，０００支援金 １６０，０００支援金１４０，０００

介護 １６０，０００介護 １４０，０００介護 １２０，０００
９１．００８７．７４８７．６９％保 険 税 収 納 率
－１，０５６．７４〃受 診 率

６１，６７１，７４４５６，００９，５２３５４，７１８，７０４千円費 用 額
療
養
諸
費

４６，７７７，１８１４０，８５２，０７０３９，８４５，６７１〃保 険 者 負 担 分
４３６，８７４３９７，４１１３８２，１５７円一 人 当 た り 費 用 額
３３２，７８０２８９，８６３２７８，２８３〃一人当たり保険者負担額

７７，８８０，３００６８，７９９，４７３６７，４２０，２１２千円歳 入予
算
・

決
算
額

７７，８８０，３００７２，９２０，８４０７０，６０２，９８６〃歳 出
０△４，１２１，３６７△３，１８２，７７４〃差 引
－△９３８，５９３△７２０，５４０〃単 年 度 収 支



汗 経理状況

歳 入 （単位：千円，％）

歳 出

－１１６－

２７年度（当初予算）２６年度（決算見込）２５年度（決算）科 目
１６．６２１２，９４２，８３０１５．８０１０，９０２，３１９１５．９６１０，７５９，３７８保 険 税
０．００１０．００００．０００一 部 負 担 金
０．０１９，００００．０１８，９６７０．０１７，５４３使 用 料 及 び 手 数 料
１５．７７１２，２８３，３１６１８．６６１２，８３１，１９８１８．１５１２，２３８，５４７療 給 費 等 負 担 金国

庫

支

出

金

０．５９４５９，７７１０．６５４４３，８２８０．６２４１６，２８２共 同 事 業 負 担 金
０．０８６２，１８４０．０９６５，２３３０．０７４７，２４８特定健診等負担金
６．５４５，０９０，３０５８．７９６，０４１，５１２８．３７５，６４３，３６４財 政 調 整 交 付 金
０．０１８，２８５０．０１４，５８２０．００８そ の 他 補 助
２２．９９１７，９０３，８６１２８．２０１９，３８６，３５３２７．２１１８，３４５，４４９計

２．２４１，７４１，００１３．６６２，５１８，６２４３．８０２，５６５，２１１療 養 給 付 費 交 付 金
２０．７９１６，１９０，５４９２２．４５１５，４３７，２５３２３．６２１５，９２２，５９３前 期 高 齢 者 交 付 金
４．６０３，５８５，２９４５．４７３，７５８，１９４５．５４３，７３５，７８２県 支 出 金
２４．４３１９，０２８，０４６１５．０１１０，３２３，２１６１４．７０９，９１１，６５２共 同 事 業 交 付 金
８．１３６，３３４，６３６９．１７６，３０５，２６５９．００６，０６５，５７５一 般 会 計 繰 入 金
０．００２０．００００．０００繰 越 金
０．１９１４５，０８００．２３１５９，２８２０．１６１０７，０２９そ の 他 の 収 入
１００．００７７，８８０，３００１００．００６８，７９９，４７３１００．００６７，４２０，２１２合 計

０．４３３３５，６８９０．４０２９０，３３１０．４０２８２，４４３総 務 費
５１．８７４０，４００，７３８５５．３１４０，３３２，７１９５５．７２３９，３４１，８６９療 養 給 付 費療

養
諸
費

保

険

給

付

費

０．７９６１３，３４９０．８２６００，５６８０．８５５９０，６５３療 養 費
５２．６６４１，０１４，０８７５６．１３４０，９３３，２８７５６．５７３９，９３２，５２２計
７．６５５，９５９，３４４８．２４６，００６，２３２８．１９５，７８５，６９５高 額 療 養 費
０．００３，５０００．００４０９０．００３，４３１高額介護合算療養費
０．００２５００．００３３２０．００２３２移 送 費
０．１７１３４，５７５０．１６１１３，３０１０．１９１３２，９１１審 査 支 払 手 数 料
０．４０３１０，９５６０．３８２７６，１２４０．４２２９３，９２２出産育児一時金等
０．０２１６，８６００．０２１６，２６００．０２１６，８６０葬 祭 費
６０．９０４７，４３９，５７２６４．９３４７，３４５，９４５６５．３９４６，１６５，５７３計

９．６７７，５２７，３９６１０．４５７，６１９，８７５１０．６７７，５３３，３１９後 期 高 齢 者 支 援 金
０．０１４，１１００．０１６，０３２０．０１７，８１１前 期 高 齢 者 支 援 金
０．００２８１０．００２７８０．００２９８老 人 保 健 拠 出 金
３．８３２，９７８，９８２４．４５３，２４３，６５９４．４５３，１４３，１８６介 護 納 付 金
２４．４８１９，０６１，７０４１３．８７１０，１１５，７３４１３．６５９，６３８，３７０共 同 事 業 拠 出 金
０．５９４６２，５１３０．５７４１３，７９８０．５７４０１，５０２保 健 事 業 費
０．０５４０，０５３０．９６７０２，４１４１．３７９６８，２５０諸 支 出 金
０．０４３０，００００．００００．０００予 備 費
０．０００４．３６３，１８２，７７４３．４９２，４６２，２３４繰 上 充 用 金

１００．００７７，８８０，３００１００．００７２，９２０，８４０１００．００７０，６０２，９８６合 計

－０－△４，１２１，３６７－△３，１８２，７７４差 引 過 不 足 額
－－－△９３８，５９３－△７２０，５４０単 年 度 収 支

市

民
（
１３
国
民
健
康
保
険
）



漢 保健事業

① はり・きゅう施設の利用補助
施術１回につき１，１００円

年度別利用状況

② 外来人間ドックの利用補助
２万円を上限として検査料金の半額補助（ただし，前年度保険税完納世帯の４
月１日現在３５歳以上の人）
年度別利用状況

③ 脳ドックの利用補助
２万円を上限として検査料金の半額補助（ただし，前年度保険税完納世帯の４
月１日現在３５歳以上の人）
年度別利用状況

④ 特定健康診査・特定保健指導の実施（４０歳以上７４歳までの人）
（単位：人，％）

※平成２４，２５年度は，国への法定報告に基づく数値。

※平成２６年度は，２７年５月末現在の法定報告の数値。

特定保健指導の受診者は終了数。

※平成２０年度より開始

澗 高額療養資金の貸付制度 （昭和５３．１．１実施）
高額な医療費の支払いが困難な国民健康保険の被保険者に対し，必要な資金を貸し
付ける制度

－１１７－

市

民
（
１３
国
民
健
康
保
険
）

平成２６平成２５平成２４平成２３平成２２年 度区 分

７９，７０８７７，７３５７９，８６８７９，７０５７３，０２６件 数（件）
１，１００１，１００１，１００１，１００１，１００単 価（円）

８７，６７８，８００８５，５０８，５００８７，８５４，８００８７，６７５，５００８０，３２８，６００金 額（円）

平成２６平成２５平成２４平成２３平成２２年 度区 分

４７４４８１４１７４２７４０４利用件数（人）
８，４９４，７２９８，６００，７９３７，５１５，４９２７，６８７，２４２７，２３８，８０３補助金額（円）

平成２６平成２５平成２４平成２３平成２２年 度区 分

３２６３４４３６８３１８３５９利用件数（人）
６，００６，４３２６，４７９，０９０６，９４５，９１０６，０５７，０５６６，８５０，２１４補助金額（円）

特定保健指導特定健康診査年 度
区 分 平成２６平成２５平成２４平成２６平成２５平成２４

３，０５８２，８５９３，１７５９０，４１０９０，２８３９０，０６２対 象 者
４４６９２０９２３２７，６８８２６，２６３２７，３８２受 診 者
１４．６３２．２２９．１３０．６２９．１３０．４受 診 率

４月 ６０回 ５月 ５５回 ６月 ５０回
７月 ４５回 ８月 ４０回 ９月 ３５回
１０月 ３０回 １１月 ２５回 １２月 ２０回
１月 １５回 ２月 １０回 ３月 ５回
※利用回数は，交付月により異なる。
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・対象・貸付金額 医療費の一部負担金が高額療養費の自己負担限度額を１万円
以上上回る場合で，支払いが困難な人に高額療養費の支給見
込額を貸し付ける。

・貸 付 利 子 無利子
・申請書の提出先 市社会福祉協議会市役所分室・谷山分室及び吉田・桜島・喜

入・松元・郡山各支所総務市民課
・基 金 の 額 ４，０００万円
・貸付件数・金額 １，５７４件 ２３６，８４７，４２２円（平成２６年度実績）

潅 退職者医療制度 （昭和５９．１０．１実施）
・対 象 ６５歳未満の国保加入者で被用者年金受給者及びその被扶養者
・該 当 者 退職被保険者本人及 ３，１７６人
（平成２７．４．末現在） 〃 被扶養者吸 ９１２人

該当率 ２．９％

１４ 市民サービスステーション
設置目的

市民の利便性の向上を図るため，土曜日・日曜日・祝日等の休日でも住民票の写し
や戸籍謄抄本，印鑑登録証明書等を請求できる窓口として設置する。

名称及び設置場所並びに設置年月日，面積

・鹿児島市鴨池市民サービスステーション
鴨池二丁目２６番３０号（ダイエー鹿児島店２階電車通り側）℡２５０－７５９５
平成６年７月１日設置 面積８４．５１㎡

・鹿児島市鹿児島中央駅市民サービスステーション
中央町１番地１（鹿児島中央駅西口１階）℡２８５－５５０２
平成８年６月１９日設置 面積７８．６７㎡

取扱業務

敢 住民票の写しの交付
柑 住民票記載事項証明書の交付
桓 公的年金受給者に係る現況届等の記載事項証明書の交付
棺 印鑑登録証明書の交付
款 戸籍及び除籍の全部事項又は個人事項に関する証明及び謄本又は抄本の交付
歓 戸籍の附票の写しの交付
汗 身分証明書の交付

－１１８－
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漢 受理証明書の交付
※ 款～漢については，平日の午後５時１５分から午後６時３０分までと土曜日・
日曜日・祝日等の休日は，申請受付のみ行い，証明書は後日交付する。（交
付の方法は，来所または郵送の２通り）

業務日及び業務時間

敢 業 務 日 水曜日及び１２月２９日～翌年１月３日を除く毎日
柑 業務時間 午前１０時～午後６時３０分

１５ コンビニ交付による証明発行
市民の利便性の向上を図るため，市役所の開庁時間以外においても，コンビニエン
スストアで住民票の写しなどを交付するサービスを実施する。
利用者登録開始日 平成２５年８月１９日
サービス開始日 平成２６年１月１４日
取 扱 証 明 住民票の写し，印鑑登録証明書，所得額証明書，

課税額（非課税）証明書，所得額・課税額証明書，
市・県民税納税証明書

利用可能時間 午前６時３０分～午後１１時（１２月２９日～翌年１月３日を除く）
証明交付手数料の減額 平成２６年１月１４日～平成２８年３月３１日までは，５０円減額

し，２５０円とする。

１６ ワンストップ窓口サービスの実施
市民サービスの向上を図るため，住民異動に伴う国保・年金・福祉等の一連の手続
きを基本的に一つの窓口で行うワンストップ窓口サービスを本庁市民課で実施する。
サービス開始日 平成２３年１０月３日

17 個人番号カードの交付
社会保障・税番号制度は，行政を効率化し，国民の利便性を高め，公平・公正な社
会を実現するための制度である。同制度において，平成２８年１月からの個人番号利用
の開始に伴い，「番号確認」と「本人確認」ができることをはじめとした利便性の高
い「個人番号カード」の交付とその普及促進を図る。
１．交付スケジュール

敢 通知カードの送付 平成２７年１０月以降
（※通知カードは，個人番号を記載した紙製のカード）

柑 個人番号カードの交付申請開始 平成２７年１０月以降
（※個人番号カードは，ＩＣチップを内蔵したプラスチック製の写真付カード）

－１１９－
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桓 個人番号カードの交付開始 平成２８年１月以降

２．交付場所

住民票の住所地を管轄する本庁及び支所

１８ 人権啓発
我が国においては，基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下，これまで人権に
関するさまざまな施策が講じられてきたが，今日においても，生命・身体の安全にか
かわる事象や，社会的身分，門地，人種，信条又は性別による不当な差別その他の人
権侵害がなお存在している。また，国際化，情報化，高齢化等の社会情勢の変化や価
値観の多様化等により人権に関する新たな課題も生じてきている。
このため，国は，人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について，国，地方公
共団体及び国民の責務を明らかにするため，平成１２年１２月に「人権教育及び人権啓発
の推進に関する法律」を公布し，平成１４年３月には，「人権教育・啓発に関する計
画」を策定した。
本市においても，平成１９年１月に人権教育及び人権啓発に関する施策を推進してい
くため，「鹿児島市人権教育・啓発基本計画」を策定した。この基本計画に基づき，
各関係実施機関と緊密に連携し，学校，家庭，地域社会，企業などあらゆる場を通し
て人権意識の高揚を図るとともに，さまざまな人権問題における偏見や差別意識の解
消に向けた人権教育，人権啓発の推進に取り組んでおり，第５次総合計画において
も，基本施策に「人権尊重社会の形成」を掲げ，市民の人権意識を高めるため，あら
ゆる場，あらゆる機会を捉えて人権教育，人権啓発を推進し，一人ひとりの人権が尊
重されるまちづくりを進めることとしている。
平成２７年７月には，それらの施策等を総合的かつ計画的に推進するため，鹿児島市

人権啓発に関する懇話会を設置したところである。

人権啓発室における主な取組
敢 人権啓発活動

さまざまな人権問題について，広く市民，企業等に啓発し，市民一人ひとりが
正しい理解と認識を深め，お互いの人権を尊重し合う意識の高揚を図る。
① 人権啓発冊子及びリーフレットの作成・配布
② 人権啓発ポスターの作成・配布及び市電・市バス等への掲出
③ 人権啓発パネル展の開催
④ 「人権の花」運動の実施
⑤ 街頭啓発

柑 人権擁護委員の推薦
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市民の基本的人権の擁護等を目的とする人権擁護委員を法務大臣に対し，議会
の意見聴取を経て推薦する。
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〈メ モ〉
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